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国際交流会館の会議室など5つの部屋が、9月30日までの期間限定で、格安で利用できるキャンペーン
を実施します。身近な集まりなどにも活用いただけますので、この機会にぜひご利用ください。

公益財団法人南丹市情報センター　 (0771)63-1777

京都府独自の施策として、
母子家庭(父子を含まない)の
方を対象に母子家庭奨学金を
支給しており、平成29年度
の支給申請を受け付けていま
す。なお、昨年度受給された
方も申請が必要です。
●支給金額(年額、1人当たり)
・乳幼児：11,000円
・小学生：21,500円
・中学生：43,000円
・高校生：64,000円
※高校入学時には、入学支度

金(1人当たり35,000円）
が別途支給されます。

※提出期限以降に申請された
場合や、4月1日以降に新
規支給対象となられた方
は、申請の翌月からの月割
支給となります。
●申請方法　申請窓口に備え

付けの申請用紙に必要事項
を記入し、ひとり親家庭福
祉推進員または民生委員・
児童委員の証明を受けた
上、印鑑と貯金通帳を持参
して、子育て支援課または
各支所市民生活課で申請し
てください。

※高校生の場合は、在学証明
も必要です
●提出期限　５月31日(水)

＜ひとり親家庭福祉推進員の
証明日＞

ひとり親家庭福祉推進員の
証明日を次のとおり設けます。
●日時　①５月12日(金) 午

後6時〜8時、②５月21日
(日) 午後１時〜３時
●場所　園部公民館２階和

室、八木公民館１階和室、
日吉町生涯学習センター第
1会議室、美山基幹集落セ
ンター

※美山基幹集落センターは、
5月21日(日)のみ
子育て支援課
(0771)68-0017

日吉町生涯学習センターで
は、平成29年度クラブミー
ティングルーム利用の登録申
請を受け付けています。

登録された団体は、約20
人の会議ができるクラブミー
ティングルームを年間に何回
でも利用できます。
●使用期間　4月1日から平

成30年3月31日の午前9時
〜午後10時
●休室日　月曜日および祝

日、年末年始(12月28日
〜1月4日)、センターの臨
時休館日

●資格　次の①〜③全てに該
当すること

①団体の構成員が５人以上
で、その半数以上が市内在
住、在勤または在学中であ
ること

②社会教育の推進または文化
芸術活動の推進に寄与する
団体であること

③センターの運営に積極的に
協力できる団体であること

●登録料　年間10,280円
(10月以降利用の場合は、
5,140円)

●申込方法　団体構成員名
簿、活動実績および活動計
画書を添付の上、問合せ先
までお申し込みください。
日吉町生涯学習センター
(0771)72-3300

南丹市国際交流会館利用料割引キャンペーンを実施します

期間限定利用料金(税込)
第２会議室、第３会議室、
六花亭、展示ホール 特別会議室

平日 土日 平日 土日
午前 (午前9時〜正午) 1,390円 1,940円 7,010円 8,640円
午後 (午後1時〜5時) 1,940円 2,590円 9,170円 10,800円
夜間 (午後6時〜10時) 2,260円 3,020円 10,800円 12,960円
午前・午後 (午前9時〜午後5時) 2,800円 3,880円 14,040円 16,730円
午後・夜間 (午後1時〜10時) 3,550円 4,850円 17,280円 20,520円
全日 (午前9時〜午後10時) 4,420円 6,040円 21,600円 25,920円

母子家庭奨学金支給申請
について

クラブミーティングルー
ム登録団体を募集します


